
             医療保険における訪問看護料金表 
                               令和 6 年 6月 1日改定 
（1） 訪問看護の利用料 

（基本療養費＋加算療養費＋加算分）×負担割合となります。 
法令により、利用料の 10 円未満は四捨五入となります。 
特別受給者証などお持ちの方は各自治体により自己負担額が変わります。 

                                     単位：円 

保
険
対
応 

＊基本療養費＋管理療養費 料金 1 割負担 2 割負担 ３割負担 
1 日目  ：5550＋7670 13220 1322 2644 3966 

2 日目以降：5550＋3000 8550 855 1710 2565 

4 日目以降：6550＋3000 9550 955 1910 2865 

＊加算 
24 時間対応体制加算 1月につき 6520 652 1304 1956 

特別管理加算 
Ⅰ 5000 500 1000 1500 
Ⅱ 2500 250 500 750 

退院時共同指導加算 8000 800 1600 2400 
特別管理指導加算（退院時） 2000 200 400 600 
退院支援指導加算（退院日） 6000 600 1200 1800 

乳幼児加算 
1300 130 260 390 
1800 180 360 540 

訪問看護医療DX 情報活用加算 50 5 10 15 

夜間早朝訪問看護加算 
18：00～22：00 2100 210 420 630 
06：00～08：00 2100 210 420 630 

深夜訪問看護加算 22：00～06：00 4200 420 840 1260 
長時間訪問看護加算 90 分以上 5200 520 1040 1560 

難病等複数回訪問加算 
1 日 2回 4500 450 900 1350 
1 日 3回以上 8000 800 1600 2400 

複数名訪問看護加算 
 看護師等 

看護師等 4500 450 900 1350 
准看護師 3800 380 760 1140 

複数名訪問看護加算 
 看護補助等 

1 日 1回 3000 300 600 900 
1 日 2回 6000 600 1200 1800 
1 日 3回以上 10000 1000 2000 3000 

在宅患者連携指導加算 3000 300 600 900 
看護・介護職員連携強化加算 2500 250 500 750 
緊急訪問看護加算（診療所指示） 2650 265 530 795 
訪問看護ターミナルケア療養費 25000 2500 5000 7500 

 
基本的に○医の場合の料金は、1 日目の料金に 2日目以降の料金を日数分で足されていきます。 

<例> 月に 4回訪問した場合（1割） 
     1322＋2565＝3887 ←これが自己負担金です。 
       （855×3） 
＊24 時間対応体制加算をつける場合は 1 月に 680 円プラスされます。 




